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第１章 第５次行政改革大綱 
 

第１節 行政改革の基本方針 

１．計画策定の趣旨  

潟上市では、健全な行政運営を推進していくため、平成 18 年３月に第１次行政

改革大綱を策定し、これまで４期にわたり、潟上市総合計画をはじめとする各種計

画との整合を図りながら行政改革に取り組んできました。 

 令和３年３月に策定した第４次行政改革大綱では、限られた財源や人員の中での

効率的・効果的な行政運営と、財政基盤を確立した健全な財政運営を推進し、「参

画」と「協働」によるまちづくりの実現のため、地域住民や多様な活動主体の連携

にも取り組んできました。 

しかしながら、少子高齢化などの社会情勢の変化による生産年齢人口の減少や

社会保障費の増加、複雑・多様化する住民ニーズ1が今後も見込まれることから、公

共サービスの向上と継続的な歳出削減を両立した効率的な行政運営を行う必要が

あります。 

これまでの取組も踏まえながら、限られた行政資源を効率的に活用し、効果的か

つ持続可能な自治体運営に向けて今後も行政改革に取り組んでいくため、第５次

行政改革大綱等を策定するものです。 

 

【これまでの取組】 

名称 計画期間 主な成果 

第１次 

行政改革大綱 

平成 17年度 

～平成21年度 

・指定管理者制度の導入 

・災害時職員初動マニュアルの作成 

・補助金等審査委員会の設置 

・公共料金適正化検討委員会の立ち上げ 

・公共集会施設見直し指針の策定 

・行政評価の実施 

第２次 

行政改革大綱 

平成22年度 

～平成27年度 

・公共集会施設管理運営の見直し 

・水道事業サービスの見直し 

・職員数の削減 

・公共料金適正化計画の策定 

・幼保一体化施設の推進 

                                            
1 ニーズ：需要。必要としていること。 
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名称 計画期間 主な成果 

第３次 

行政改革大綱 

平成28年度 

～令和２年度 

・情報公開・個人情報保護審査会の設置 

・ＳＮＳ2による市政の情報発信 

・公共施設等総合管理計画及び個別施設計画の策定 

・下水道事業への地方公営企業法の適用 

・人事評価制度の実施 

・公共料金適正化計画の改定 

第４次 

行政改革大綱 

令和３年度 

～令和７年度 

・ふるさと納税の推進 

・市債発行額の抑制 

・マイナンバーカードの普及促進 

・行政手続にかかる押印の見直し 

・電子申請の推進 

２． 背景と市の現状  

本市の人口は、令和７年１月１日時点で31,266人です。今後の人口の見通しは、

潟上市人口ビジョンによると、令和７年から令和 12 年にかけて年少人口（０～14

歳）は 90 人の減少、生産年齢人口（15～64 歳）は 1,190 人の減少、老年人口

（65歳以上）は266人の減少が見込まれています。人口の減少と少子高齢化は、

税収の減少や社会保障などの義務的経費の増加に影響します。 

また、歳入においては令和５年度決算で市税収入は過去最高額となりましたが、

全体に占める割合は依然２割に満たず、自主財源3は３割程度で推移しています。

合併振興基金4についても令和７年度で全額取り崩す見込みとなっており、財政運

営の厳しさが増していくことが懸念されています。 

その一方、歳出では子育て支援や高齢・福祉サービスなどの社会保障費の増加

のほか、近年の物価高騰や構造的賃上げなどの社会経済情勢も影響し、人件費も

大幅な増加が見込まれます。 

人口減少と少子高齢化社会の進行に伴い、今後も歳入確保が厳しくなることが

見込まれることから、限られた行政資源を有効的に活用し、効率的かつ将来にわた

り円滑な行政運営を継続しながらも、デジタルトランスフォーメーション5（ＤＸ）に

よる業務の効率化や働き方改革の更なる推進を図るため、継続して行政改革に取

り組む必要があります。 

                                            
2 ＳＮＳ：インターネット上で人々が交流し、文章や写真、動画などを共有するサービスの略称。 
3
 自主財源：歳入のうち、市税や使用料・手数料など、市が自主的に収入することができる財源。 

4 合併振興基金：市町村合併後の地域振興のため、特別な地方債を活用した積立金。 
5 デジタルトランスフォーメーション：デジタル技術の活用により、組織や業務を変革すること。 
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３．計画の位置づけ 

この計画は、本市の最上位計画である潟上市総合計画の着実な推進をサポート

するための計画として位置づけており、他の各種計画とともに、潟上市みらい共創

プラン（第３次潟上市総合計画）との整合を図りながら取り組みます。 

また、潟上市自治基本条例を尊重し、経営感覚をもって効率的で迅速な行政運

営に努めます。 

そして、本大綱は基本的な方針を示す「行政改革大綱」と具体的な計画を掲げる

「実施計画（集中改革プラン）」で構成します。 

【参考】潟上市自治基本条例  

（市長の責務） 

第 14 条第３項 市長は、行政サービス向上のため、効率的で迅速な行政運営を行うよ

う努めます。 

（財政運営） 

第 24 条第１項 市は、財政計画を定め、財源を効果的かつ効率的に活用することによ

り、健全な財政運営に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

４．計画の期間  

計画期間について、潟上市みらい共創プランに合わせ、令和８年度から令和 11

年度までの４年間とします。 

また、実施計画（集中改革プラン）は財政状況や様々な社会経済情勢の変化等に

より生じる新たな行政ニーズに対応できるようローリング方式6とし、年度毎に見

直しを行うこととします。 

 

５．推進体制 

第５次行政改革を推進・実現するため、市長を本部長とする「行政改革推進本部」

を中心に、総務部長を幹事長とする「行政改革推進幹事会」と共に推進体制の強化

                                            
6 ローリング方式：変化する経済・社会情勢に合わせて、定期的に計画内容の見直し・修正を行う方法。 

 

□行政改革の基本方針 

 

□重点テーマと推進事項 

具体化 

■取組項目 

■取組内容 

■年次計画 

 

 



4 

 

を図り、行政運営の危機感を共有することで全ての職員の共通認識を高め、一体

的な取組を推進します。 

また、市民の声を反映できるように、識見を有する者から構成された「行政改革

推進委員会」において、行政改革の推進に関する必要な事項を審議します。なお、

進捗管理等の調整事務は、企画政策課長を事務局長とする「行政改革推進事務局」

が行い、行政改革を推進します。 
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第２節 重点テーマと推進事項 

 

未来につなげる、持続可能な財政運営 

 

社会経済情勢の変化に対応した健全な財政運営に取り組むため、多様な手法に

よる歳入の確保と歳出の抑制により、将来にわたって安定的な財政基盤を確立し

ます。 

 

（１）歳入の確保 …税収・税外収入・受益者負担の見直し 

（２）歳出の適正化 …補助金の見直し、公営企業の経営健全化 

（３）財産の利活用と財政管理 …公共施設・財政指標の管理 

 

時代の流れに即した、先進的な行政運営 

 

 ＩＣＴ7等のデジタル技術を活用した市民に対する行政サービスの向上に取り組む

とともに、事務事業の多角的な見直しによって効率化を図り、時代の潮流に対応し

た行政運営を推進します。 

 

（１）デジタル技術を活用した行政サービスの向上 

               …諸手続きの電子化、情報発信ツールの活用 

（２）事務事業の効率化 …事務事業の検証・見直し 

 

効率化を目指した、質の高い組織改革 

 

職員一人ひとりが、自身の役割を果たし能力を最大限に発揮するため、適正な

人事制度や多様な人材確保によって組織力の向上を目指します。また、ワーク・ラ

イフ・バランス8の充実や業務の効率化に取り組むことで、健康で働きやすい職場

環境づくりに努めます。 

 

 

                                            
7 ＩＣＴ：情報通信技術のこと。デジタル化された情報を共有・活用する技術の総称。 
8
 ワーク・ライフ・バランス：仕事（ワーク）と私生活（ライフ）の調和が取れた状態のこと。 

（１）歳入の確保 …税収・税外収入・受益者負担の見直し 

（２）歳出の適正化 …補助金の見直し、公営企業の経営健全化 

（３）財産の利活用と財政管理 …公共施設・財政指標の管理 

１ 

２ 

３ 

（１）デジタル技術を活用した行政サービスの向上 

               …諸手続きの電子化、情報発信ツールの活用 

（２）事務事業の効率化 …事務事業の検証・見直し 

（１）組織力の向上 …適正な人材確保・人材育成・定員管理 

（２）働きやすい環境の整備 …電子化による業務効率化、働き方改革 
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地域力を活用した、協働によるまちづくり 

 

複雑化する地域の課題や社会的課題に対応するため、市民や民間企業、自治組

織など多様な主体と行政が連携し、それぞれの特徴や役割を生かしたまちづくり

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

（１）多様な主体・地域の協働 …市民・地域・団体によるまちづくり 

（２）民間力の活用 …官民連携による公共利益の最大化 



7 

 

 

未来につなげる、 

持続可能な財政運営 

地域力を活用した、 

協働によるまちづくり 

時代の流れに即した、

先進的な行政運営 

効率化を目指した、 

質の高い組織改革 

（１）歳入の確保 

（２）歳出の適正化 

（３）財産の利活用と財政管理 

（１）デジタル技術を活用した行政サービスの向上 

（２）事務事業の効率化 

（１）組織力の向上 

（２）働きやすい環境の整備 

（１）多様な主体・地域の協働 

（２）民間力の活用 

第２章 実施計画 （集中改革プラン） 
 

第１節 計画の進行管理 

１．計画の位置づけ 

実施計画は、第５次行政改革大綱に基づき、令和８年度から令和 11 年度までの

取組内容を定めています。 

 

２．計画の進行管理 

 行政改革推進事務局において計画の進捗状況を調査し、行政改革推進本部等に

おいて、適宜、検討・協議を進めながら、所管課と必要な協議を行います。 

 

３．計画の体系  

        重点テーマ                      推進事項   

 

 

 

１ 

２ 

３ 

４ 
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